
一
頁 

 ○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成 

 
年 

 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子 

 
  

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
添
附
書
類
等
） 

（
添
附
書
類
等
） 

第
四
条 

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
申
請
書
に
添
附
す
る
書
類
は
、
無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書

と
し
、
無
線
局
事
項
書
に
は
無
線
設
備
の
工
事
設
計
に
係
る
事
項
以
外
の
事
項
を
、
工
事
設
計
書
に
は
無
線

設
備
の
工
事
設
計
に
係
る
事
項
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

［
同
上
］ 

２ 

無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
の
様
式
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

 

区 
 

 
 

分 

無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
の
様
式 

 
 

区 
 

 
 

分 

無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
の
様
式 

 

 

無
線
局
事
項
書
の
様
式 

工
事
設
計
書
の
様
式 

 
 

無
線
局
事
項
書
の
様
式 

工
事
設
計
書
の
様
式 

 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 
 

 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 

七 

船
舶
地
球
局
（
電
気
通
信
業
務

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

別
表
第
二
号
第
３ 

別
表
第
二
号
の
二
第
５ 

 
 

七 

船
舶
地
球
局 

別
表
第
二
号
第
３ 

別
表
第
二
号
の
二
第
５ 

 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

 
 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 

十
四 

特
定
船
舶
局
、
船
舶
地
球
局

（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、

遭
難
自
動
通
報
局
（
携
帯
用
位
置

指
示
無
線
標
識
の
み
を
設
置
す
る

も
の
を
除
く
。
）
及
び
無
線
航
行

移
動
局 

別
表
第
二
号
の
三
第
３ 

 
 

十
四 

特
定
船
舶
局
、
遭
難
自
動
通
報

局
（
携
帯
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の

み
を
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及

び
無
線
航
行
移
動
局 

別
表
第
二
号
の
三
第
３ 

 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

 
 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 
 

（
添
付
書
類
の
写
し
の
提
出
部
数
等
） 

（
添
付
書
類
の
写
し
の
提
出
部
数
等
） 

第
八
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
免
許
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
免
許
の
申
請
書
及
び
添

付
書
類
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
通
数
の
書
類
を
添

え
て
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
写
し
の
提
出
部
数
を
減
じ
、
又
は
そ
の
提
出

を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
八
条 

［
同
上
］ 

 

区 
 
 
 
 

分 

書 
 

 

類 
 

 

区 
 
 
 
 

分 

書 
 
 

類 
 

 

一 

基
幹
放
送
局
、
地
上
一
般
放
送
局
、
標
準
周
波
数
局
、
特
別
業
務
の
局
、

固
定
局
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
無
線
呼
出
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
、
陸
上

局
、
移
動
局
、
無
線
標
識
局
、
無
線
航
行
陸
上
局
、
無
線
標
定
陸
上
局
、
無

線
測
位
局
、
特
定
実
験
試
験
局
、
実
験
試
験
局
、
人
工
衛
星
局
、
宇
宙
局
、

海
岸
地
球
局
、
航
空
地
球
局
、
携
帯
基
地
地
球
局
、
船
舶
地
球
局
（
電
気
通

無
線
局
事
項
書
及
び

工
事
設
計
書
の
写
し 

 

二
通 

 
 

一 

基
幹
放
送
局
、
地
上
一
般
放
送
局
、
標
準
周
波
数
局
、
特
別
業
務
の
局
、

固
定
局
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
無
線
呼
出
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
、
陸
上

局
、
移
動
局
、
無
線
標
識
局
、
無
線
航
行
陸
上
局
、
無
線
標
定
陸
上
局
、
無

線
測
位
局
、
特
定
実
験
試
験
局
、
実
験
試
験
局
、
人
工
衛
星
局
、
宇
宙
局
、

海
岸
地
球
局
、
航
空
地
球
局
、
携
帯
基
地
地
球
局
、
船
舶
地
球
局
、
航
空
機

［
同
上
］ 

 



三
頁 
 

 

信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
航
空
機
地
球
局
、

地
球
局
、
ア
マ
チ
ュ
ア
局(

人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
及
び
人

工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
無
線
設
備
を
遠
隔
操
作
す
る
ア
マ

チ
ュ
ア
局(
以
下
「
人
工
衛
星
等
の
ア
マ
チ
ュ
ア
局
」
と
い
う
。)

に
限

る
。)

及
び
気
象
援
助
局 

地
球
局
、
地
球
局
、
ア
マ
チ
ュ
ア
局(

人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア

局
及
び
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
無
線
設
備
を
遠
隔
操
作
す

る
ア
マ
チ
ュ
ア
局(

以
下
「
人
工
衛
星
等
の
ア
マ
チ
ュ
ア
局
」
と
い
う
。)

に

限
る
。)

及
び
気
象
援
助
局 

 

二 

非
常
局
、
基
地
局
、
携
帯
基
地
局
、
船
舶
局
、
船
舶
地
球
局
（
電
気
通
信

業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
遭
難
自
動
通
報
局
、

航
空
機
局
、
船
上
通
信
局
、
無
線
航
行
移
動
局
及
び
無
線
標
定
移
動
局 

無
線
局
事
項
書
及
び

工
事
設
計
書
の
写
し 

 

一
通 

 
 

二 

非
常
局
、
基
地
局
、
携
帯
基
地
局
、
船
舶
局
、
遭
難
自
動
通
報
局
、
航
空

機
局
、
船
上
通
信
局
、
無
線
航
行
移
動
局
及
び
無
線
標
定
移
動
局 

［
同
上
］ 

 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

 
 

別
表

第
二

号
第

３
 

船
舶

局
（

特
定

船
舶

局
を

除
く

。
以

下
、

こ
の

別
表

に
お

い
て

同
じ

。
）

及
び

船
舶

地
球

局
（

電
気

通
信

業
務

を
行

う
こ

と
目

的
と

す
る

も
の

に
限

る
。

以
下

、
こ

の
別

表
に

お
い

て

同
じ

。
）

の
無

線
局

事
項

書
の

様
式

（
第

４
条

、
第

12
条

関
係

）
（

船
舶

局
に

つ
い

て
は

、

総
合

通
信

局
長

が
こ

の
様

式
に

代
わ

る
も

の
と

し
て

認
め

た
場

合
は

、
そ

れ
に

よ
る

こ
と

が

で
き

る
。
）

 

別
表

第
二

号
第

３
 

船
舶

局
（

特
定

船
舶

局
を

除
く

。
）

及
び

船
舶

地
球

局
の

無
線

局
事

項
書

の
様

式
（

第
４

条
、

第
12

条
関

係
）

（
船

舶
局

に
つ

い
て

は
、

総
合

通
信

局
長

が
こ

の
様

式
に

代
わ

る
も

の
と

し
て

認
め

た
場

合
は
、
そ

れ
に
よ
る

こ
と
が

で
き
る
。

）
 

 
宇

宙
無

線
通

信
を

行
う

実
験

試
験

局
で

あ
つ

て
、

船
舶

に
開

設
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
本

様
式

の
と

お
り

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
本

様
式

中
「

人
工

衛
星

局
」

と
あ

る
の

は
「

人
工

衛
星

に
開

設
す

る
実

験
試

験
局

」
と

、
「

船
舶

地
球

局
」

と
あ

る
の

は
「

宇
宙

無
線

通
信

を
行

う
実

験
試

験
局

で
あ

つ
て

船
舶

に
開

設
す

る
も

の
」

と
、

「
海

岸
地

球
局

」
と

あ
る

の
は

「
宇

宙
無

線
通

信
を

行
う

実
験

試
験

局
で

あ
つ

て
宇

宙
物

体
、

船
舶

及
び

航
空

機
に

開
設

す
る

も
の

以
外

の
も

の
」

と
読

み
替

え
、

無
線

局
の

種
別

の
欄

、
開

設
、

継
続

開
設

又
は

変
更

を
必

要
と

す
る

理
由

の
欄

、
無

線
局

の
目

的
の

欄
及

び
通

信
事

項
の

欄
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

注
に

準
じ

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

［
同

左
］

 

［
１

～
３

 
略

］
 

［
１

～
３

 
同

左
］

 

［
注

１
～

44 
略

］
 

［
注

１
～

44 
同

左
］

 

 
 

別
表

第
二

号
の

二
第

５
 

海
岸

地
球

局
、

航
空

地
球

局
、

携
帯

基
地

地
球

局
、

船
舶

地
球

局
（

電
気

通
信

業
務

を
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
に

限
る

。
以

下
、

こ
の

別
表

に
お

い
て

同
じ

。
）

、

航
空

機
地

球
局

、
携

帯
移

動
地

球
局

及
び

地
球

局
の

工
事

設
計

書
の

様
式

（
第

4
条

、
第

1
2条

関
係
）
 

別
表

第
二

号
の

二
第

５
 

海
岸

地
球

局
、

航
空

地
球

局
、

携
帯

基
地

地
球

局
、

船
舶

地
球

局
、

航
空

機
地

球
局

、

携
帯

移
動
地
球

局
及
び
地

球
局
の
工

事
設
計

書
の
様
式

（
第

4条
、
第

1
2条

関
係
）
 

宇
宙

無
線

通
信

を
行

う
実

験
試
験
局

で
あ
つ

て
、
船
舶

及
び
航

空
機

に
開

設
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
本

様

式
の

と
お

り
と

す
る

。
こ

の
場
合
に

お
い
て

、
本
様
式

中
「
人
工

衛
星

局
」

と
あ

る
の

は
、

「
人

工
衛

星
に

開

設
す

る
実

験
試

験
局

」
と

、
「
船
舶

地
球
局

」
と
あ
る

の
は
、
「

宇
宙

無
線

通
信

を
行

う
実

験
試

験
局

で
あ

つ

て
船

舶
に

開
設

す
る

も
の

」
と
、
「

航
空
機

地
球
局
」

と
あ
る
の

は
、

「
宇

宙
無

線
通

信
を

行
う

実
験

試
験

局

で
あ

つ
て

、
航

空
機

に
開

設
す
る
も

の
」
と

、
「
海
岸

地
球
局
、

航
空

地
球

局
」

と
あ

る
の

は
「

宇
宙

無
線

通

信
を

行
う

実
験

試
験

局
で

あ
つ
て
宇

宙
物
体

、
船
舶
及

び
航
空
機

に
開

設
す

る
も

の
」

と
読

み
替

え
、

無
線

局

［
同

左
］

 



四
頁 
 

 

 

              

の
種

別
の

欄
、

申
請

（
届

出
）
を
必

要
す
る

理
由
の
欄

、
無
線
局

の
目

的
の

欄
及

び
通

信
事

項
の

欄
は

、
そ

れ

ぞ
れ

の
注

に
準

じ
て

記
載

す
る
こ
と

。
 

ア
マ

チ
ュ

ア
局

で
あ

つ
て

、
人

工
衛

星
に

開
設

す
る

ア
マ

チ
ュ

ア
局

の
無

線
設

備
を

遠
隔

操
作

す
る

も
の

に

つ
い

て
は

、
本

様
式

の
と

お
り

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
本

様
式

中
「

人
工

衛
星

局
」

と
あ

る
の

は

「
人

工
衛

星
に

開
設

す
る

ア
マ

チ
ュ

ア
局

」
と

、
「

地
球

局
」

と
あ

り
、

及
び

「
地

球
局

等
」

と
あ

る
の

は

「
人

工
衛

星
に

開
設

す
る

ア
マ
チ
ュ

ア
局
の

無
線
設
備

を
遠
隔
操

作
す

る
ア

マ
チ

ュ
ア

局
」

と
読

み
替

え
る

。
 

［
１

～
７

 
略

］
 

［
１

～
７

 
同

左
］

 

［
注

１
～

43 
略

］
 

［
注

１
～

43 
同

左
］

 

 
 

別
表

第
二

号
の

三
第

３
 

特
定

船
舶

局
、

船
舶

地
球

局
（

電
気

通
信

業
務

を
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
を

除
く

。
以

下
、

こ
の

別
表

に
お

い
て

同
じ

。
）

、
遭

難
自

動
通

報
局

(
携

帯
用

位
置

指
示

無
線

標
識

の
み

を
設

置
す

る
も

の
を

除
く

。
)
及

び
無

線
航

行
移

動
局

の
無

線
局

事
項

書

及
び

工
事
設
計

書
の
様
式

（
第

4条
、
第

12
条

関
係

）
 

別
表

第
二

号
の

三
第

３
 

特
定

船
舶

局
、

遭
難

自
動

通
報

局
（

携
帯

用
位

置
指

示
無

線
標

識
の

み
を

設
置

す
る

も

の
を

除
く

。
）

及
び
無

線
航
行

移
動
局
の

無
線
局

事
項

書
及
び

工
事
設

計
書
の
様

式
（
第

4

条
、

第
1
2条

関
係
）
 

［
様

式
 

略
］

 
［

様
式

 
同

左
］

 

［
注

１
～

18 
略

］
 

［
注

１
～

18 
同

左
］

 

1
9
 

1
8
の

欄
（

特
定

船
舶

局
及

び
船

舶
地

球
局

に
限

る
。

）
は

、
該

当
す

る
□

に
レ

印
を

付
け

る
こ

と
。

こ

の
場

合
、

「
そ

の
他
」
に

該
当
す
る

と
き
は

、
具
体
的

に
（

 
 

）
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

1
9
 

1
8
の

欄
（

特
定

船
舶

局
に

限
る

。
）

は
、

該
当

す
る

□
に

レ
印

を
付

け
る

こ
と

。
こ

の
場

合
、

「
そ

の

他
」

に
該

当
す

る
と

き
は

、
具
体
的

に
（
 

 
）
に
記

載
す
る
こ

と
。
 

［
20

～
4
3 

略
］

 
［

20
～

4
3 

同
左
］

 

 
 

 
 

 

備
考 

表
中
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



五
頁 
 

  

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
二

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
船
舶
局
（
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置

を
設
置
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
免
許
状
及
び
無
線
局
事
項
書
の
通
信
の
相
手
方
の
欄
に
人
工
衛
星
局
の
受
信
設
備

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

   


